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【戸建をご購入またはご建築予定のかた】 

必要書類となります。 

建物が法律に適合しているかを確認する必要があるため、当社では正式審査お申込み時点で、建築確認申請

書一式(写)および建築確認済証（写）のご提出をお願いしております。 

以下のうちいずれかのコピーをご用意ください。お送りいただいた書類は返却できません。 

・ 確認済証 

・ 建築確認通知書 

 

＜確認済証＞                        ＜建築確認通知書＞ 

  

確認済証または建築確認通知書の見本 


